
 

賃金や手当、労働時間、休日・休暇、職場の環境など、疑問に思う 

こと、改善してほしいと思うことは、要求しなければ改善できませ

ん。 

皆さんが悩んでいることは、実は、多くの人が悩んでいることかも 

しれません。 

労働組合で話をすることが解決に向けた第一歩となります。 

同じ職場で働く仲間として、課題解決のため共に活動していきま 

しょう。 

賃金や労働条件は 
要求しなければ改善しません 

 

大阪市職員労働組合（市職）は市長部局

で働く職員の 9 割以上が加入し、約

9,000人で構成する労働組合です。 

組合が身近な問題を解決するため、局や

区役所などを単位として「支部（41 支部）」

があり、賃金労働条件の向上や職場課題の

解決に向けとりくんでいます。 

〒541-8531 

大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル7階 

TEL：06-6202-0033 

FAX:06-6202-0021 

soshiki2017@osaka-shishoku.jp 

市職加入 

大阪市職員労働組合 

2020年 4月号 



 

 

市職加入を検討いただける方は、所属を所管する「支部」の役員 

もしくは、本部組織局（06-6202-0033）までご連絡ください。 

～ みなさんの加入を心からお待ちしています ～ 


